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【重要事項説明書】 

 

社会福祉法人 渓仁会 八雲デイサービスセンターのご案内 

 

 

１．事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

・法人名      社会福祉法人 渓仁会 

・事業所名     社会福祉法人 渓仁会 八雲デイサービスセンター 

・事業種別     地域密着型通所介護及び第１号通所事業（八雲町通所介護相当サ 

ービス） 

・開設年月日    令和８年４月１日 

・所在地      北海道二海郡八雲町栄町１３番地１ 

          八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ内 

・電話番号     0137－63－4110  FAX 番号  0137-63-4110 

・管理者名     安田 智昌 

・事業所番号    地域密着型通所介護《０１９１５１３８１１》  

         第一号通所事業  《０１５１５８００３２》 

 

（２）地域密着型通所介護の目的と運営方針 

地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることがで

きるよう、また、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽

減を目的として実施します。 

地域密着型通所介護の事業所（利用定員１９名未満）に通い、利用者が有する能力に

応じ生活機能の維持又は向上を目指し、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練

等の利用者に応じたサービスを地域密着型通所介護の利用時間内において提供します。 

 

（３）事業所の職員体制 

 

・管理者（コミュニティホーム八雲 副施設長兼務） １人 

・生活相談員（介護職員兼務） １人 

・介護職員（うち１名、生活相談員兼務） ４人 

・看護職員（機能訓練指導員兼務） １人 

・機能訓練指導員 １人 

・その他職員 複数名 

    

（４）定員 １８名 

   

２．サービス内容 

① 地域密着型通所介護等計画の立案 

② 食事の提供 

③ 入浴（一般浴槽で対応します。ただし、利用者の身体の状態に応じてシャワー浴または

清拭となる場合があります。） 

④ 健康管理 
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⑤ 日常介護 

⑥ 機能訓練 

⑦ 相談援助 

⑧ レクリエーション・各種行事 

⑨ 送迎 

 

３．サービス利用に当たっての留意事項 

・ 利用中の食事は特段の事情がない限り当事業所の提供する食事をお召し上がりいただ

きます。食事の持ち込みは原則ご遠慮いただきます。 

・ 事業所内及び敷地内での飲酒・喫煙は堅くお断りします。 

・ 設備・器具・備品のご利用については本来の用法に従ってご利用ください。これに反

したご利用により破損が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

・ 金銭・貴重品の管理はご本人にて管理をお願いいたします。万が一、金銭・貴重品を

紛失された場合、当事業所は責任を負いません。 

・ ご利用者同士での金品等のやり取りはご遠慮ください。 

 

４．サービス利用にあたっての禁止事項 

 ①営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動。 

 ②職員に対する暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

 ③パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

  （パワーハラスメント例） 

   ・物を投げつける、叩く、蹴る、手を払いのける、唾を吐く、服を引きちぎる 等。 

   ・怒鳴る、奇声、大声、恫喝、威圧的な態度、理不尽な要求 等。 

  （セクシャルハラスメント例） 

   ・必要もなく体を触る、ヌード写真を見せる、性的な話をする、手を握る 等。 

 ④無断で職員の写真や動画を撮影すること、また、無断で録音等を行うこと。 

 ⑤その他前各号に準ずる行為。 

 

５．要望及び苦情等の相談 

当事業所には生活相談の専門員として生活相談員が勤務していますので、お気軽にご相談

ください。（電話０１３７－６３－４１１０） 

要望や苦情などは、担当生活相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 

当事業所以外に、八雲町役場･国民健康保険団体連合会等の相談･苦情窓口、および当法人

の第三者委員に苦情を伝えることができます。 

 

１ 八雲町役場保健福祉課介護保険係           ０１３７－６４－２１１１      

２ 北海道国民健康保険団体連合会           ０１１－２３１－５１６１ 

３ 北海道福祉サービス運営適正化委員会        ０１１－２０４－６３１０   

４ 奥田龍人（第三者委員 NPO 法人シーズネット）       ０１１－７１７－６００１ 

５ 大能文昭（第三者委員 札幌市中央区社会福祉協議会） ０１１－２８１－６１１３ 
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６．第三者評価の実施状況 

 

評価の実施 
１．あり 

実施日  

評価機関名  

結果の開示 １．あり  ２．なし 

２．なし 
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地域密着型通所介護及び第１号通所介護事業（八雲町通所介護相当サービス）について 

            

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．地域密着型通所介護及び第１号通所介護事業（八雲町通所介護相当サービス）の概要 

要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービ

ス計画に基づき、当事業所をご利用いただき、看護・介護及び機能訓練その他必要な日常生

活上のお世話を行い、利用者の生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる

あらゆる職種の職員の協議によって、通所介護計画が作成されますが、その際、利用者・身

元引受人（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただく

ようになります。 

 

３．地域密着型通所介護利用料金 

 （※下記料金は１割負担の料金になります。２割及び３割負担対象者は下記料金に２又は

３を乗じた額の料金となります） 

 

（１）基本サービス費 

［６時間以上７時間未満］ 

・ 地域密着型通所介護４１（要介護１）          ６７８円／日 

・ 地域密着型通所介護４２（要介護２）          ８０１円／日 

・ 地域密着型通所介護４３（要介護３）          ９２５円／日 

・ 地域密着型通所介護４４（要介護４）        １，０４９円／日 

・ 地域密着型通所介護４５（要介護５）        １，１７２円／日 

 

（２）加算料金 

① サービス提供体制強化加算Ⅰ               ２２円／日 

② 入浴介助加算Ⅰ ４０円／日 

③ 入浴介助加算Ⅱ                     ５５日／日 

④ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ                ５６円／日 

⑤ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ                ７６円／日 

⑥ 個別機能訓練加算（Ⅱ）                 ２０円／日 

⑦ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）                 ３０円／月 

⑧ ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）                 ６０円／月 

⑨ 若年性認知症利用者受入加算               ６０円／日 

  ⑩ 栄養アセスメント加算                  ５０円／月 

  ⑪ 口腔機能向上加算Ⅰ                  １５０円／回 

  ⑫ 口腔機能向上加算Ⅱ                  １６０円／回 

  ⑬ 科学的介護推進体制加算                 ４０円／月 

  ⑭ 事業所が送迎を行わない場合             －４７円／片道 

  ⑮ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ  

（令和８年５月３１日まで）所定単位数の ９．２％／月 

（令和８年６月 １日より）所定単位数の１２．７％／月 
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４. 第１号通所介護事業（八雲町通所介護相当サービス）利用料金 

（※下記料金は１割負担の料金になります。２割及び３割負担対象者は下記料金に２又は３を

乗じた額の料金となります） 

 

（１）基本サービス費 

・通所型独自サービス１１（要支援１）          １，７９８円／月 

・通所型独自サービス１２（要支援２）                   ３，６２１円／月 

 

（２）加算料金 

① サービス提供体制加算Ⅰ１（要支援１）            ８８円／月 

② サービス提供体制加算Ⅰ２（要支援２）           １７６円／月 

③ 若年性認知症受入加算                         ２４０円／月 

④ 栄養アセスメント加算                    ５０円／月 

⑤ 口腔機能向上加算Ⅰ                   １５０円／月 

⑥ 口腔機能向上加算Ⅱ                   １６０円／月 

⑦ 科学的介護推進体制加算                  ４０円／月 

⑧ 事業所が送迎を行わない場合              －４７円／片道 

  ⑨ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

（令和８年５月３１日まで）所定単位数の ９．２％／月 

（令和８年６月 １日より）所定単位数の１２．７％／月 

              

 ５.その他の料金(一日当り) 

①昼食費（おやつ含む）                    ６５０円／日 

                 （但し、おやつのみ提供の場合は８０円／日） 

②当日キャンセル料                      ６５０円／回 

利用日当日の 8：30 までにご連絡がなく欠席された場合、または利用中に途中帰宅 

された場合には昼食費相当額としてご負担いただきます。 

 

③その他（日常生活品費、教養娯楽費等）は、別紙３にてご同意頂きご利用となります。 

 

６.支払い方法 

・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いく

ださい。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、金融機関口座自動引き落としを推奨しておりますが、現金、銀行振込、

での支払いも可能です。契約時にお選びください。 

 

 


